
 

一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和７年９月２９日 

 

                          石川県津幡町長 矢 田 富 郎   

 

津幡町規則第２９号 

一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

一般職の職員の給与の支給に関する規則（昭和３３年津幡町規則第４号）の一部を次のように

改正する。 

 第６条の２２の３第２項第２号中「育児休業をし」の次に「、育児休業法第１９条第１項に規

定する部分休業（１日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。）に

より」を加える。 

 第６条の２５第２号中「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条」を「学校教育法第１

条」に改める。 

 第１４条第７項第１号中「１００分の８３．５以上１００分の１３５以下」を「１００分の

１２４以上１００分の３１５以下」に改め、同項第２号中「１００分の７４以上１００分の８３．５

未満」を「１００分の１１２．５以上１００分の１２４未満」に改め、同項第３号中「１００分

の６４．５」を「１００分の１０１」に改め、同項第４号中「１００分の６４．５未満」を

「１００分の９２．５以下」に改め、同条第１０項第１号中「１００分の３２．５超」を「１００

分の５１．５以上」に改め、同項第２号中「１００分の３２．５」を「１００分の４８」に改め、

同項第３号中「１００分の３２．５未満」を「１００分の４６以下」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

 


